
黒潮町合併２０周年記念冠事業に関する取扱要綱 

（令和７年１０月１日告示第８０号）　　　 

 

（趣旨） 

第１条　この告示は、町が令和８年３月２０日に合併２０周年を迎えるに当たり、町民

の黒潮町合併２０周年に向けた機運向上を図ることを目的に、黒潮町合併２０周年記

念である旨をその事業の名称に冠して行う事業（以下「冠事業」という。）の取扱いに

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（冠称及びロゴマーク） 

第２条　冠事業の名称に付する冠称は、黒潮町合併２０周年記念事業とする。 

２　黒潮町合併２０周年記念ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）は、別図に定め

るとおりとする。 

（ロゴマークの権利） 

第３条　ロゴマークに関する著作権その他一切の権利は、町に帰属する。 

（使用料） 

第４条　冠称及びロゴマーク（以下「冠称等」という。）の使用料は、無料とする。 

（使用期間） 

第５条　冠称等の使用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる期間とす

る。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。 

（１）　次条ただし書に規定する事業　町又は町の機関が認める日から令和９年２月

２８日まで 

（２）　第１０条第１項の規定により承認を受けた事業　第１０条第１項の規定によ

り承認を受けた日から令和９年２月２８日まで 

（冠事業の承認） 

第６条　冠事業を実施しようとするものは、この告示の定めるところにより、町長に申

請し、その承認を受けなければならない。ただし、町又は町の機関が主催、共催若し

くは事業の実行委員会に参加する事業については、この限りでない。 

（事業の主催者） 

第７条　冠事業は、前条ただし書に規定するもの又は次の各号のいずれかに該当するも

のが主催するものに限る。 

（１）　国、地方公共団体及びそれらの機関 

（２）　公益法人その他これに準ずる団体（政治的活動及び宗教活動を行う団体を除

く。） 

（３）　町民の生活若しくは健康の増進又は地域の経済、教育、文化、スポーツ若し

くは芸術の振興に関する団体で、規約、構成役員及び活動内容が明確な団体 

（４）　町が公益上必要と認め補助金等を支出している団体 

（５）　その他町長が適当と認める団体 



（対象事業） 

第８条　冠事業の対象となる事業は、令和８年３月１日から令和９年２月２８日までの

期間に実施される事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）　町の行政運営上有意義であるもの 

（２）　行事の内容が町民の生活若しくは健康の増進又は地域の経済、教育、文化、

スポーツ若しくは芸術の向上普及に寄与するもので公益性のあるもの 

（３）　開催の日時、場所及び設備並びに運営が適切で、安全対策等必要な措置が講

じられているもの 

（４）　その他町長が特に適当と認めたもの 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、冠事業としない

ものとする。 

（１）　特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、若しくは支援するもの 

（２）　個人的活動で公共性に乏しいもの 

（３）　主に営利又は売名を目的とするもの 

（４）　冠事業とすることによって、第三者に直接的又は間接的に重大な利害を及ぼ

し、又は及ぼすおそれのあるもの 

（５）　黒潮町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則（平成２６年黒潮

町規則第４号）第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者が関係している

もの 

（６）　その他冠事業とすることが適当でないと町長が認めるもの 

（冠事業の申請） 

第９条　冠事業を実施しようとするもの（以下「申請者」という。）は、原則として冠名

の使用を開始する日の１４日前までに、黒潮町合併２０周年記念冠事業承認申請書（様

式第１号。以下「申請書」という。）により町長に申請しなければならない。 

２　前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。 

（１）　企画書等の事業の内容を記載した書類 

（２）　町民の生活若しくは健康の増進又は地域の経済、教育、文化、スポーツ若し

くは芸術の振興に関する団体にあっては、団体の規約、役員及び活動内容を示

す書類 

（３）　表彰状又は感謝状において町長名を使用する場合は、その使用文の写し 

（４）　その他参考となる資料 

３　申請者は、町長の承認を受ける前に、申請に係る事業に関し、冠名をポスター等に

用いてはならない。 

（冠事業の承認等） 

第１０条　町長は、前条第１項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の

審査を行い、承認の可否を決定し、黒潮町合併２０周年記念冠事業承認（不承認）通

知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 



２　町長は、前項の規定による承認に関し、必要な条件を付することができる。 

（冠事業の特典） 

第１１条　第６条ただし書の規定による冠事業及び前条第１項の規定により承認した冠

事業には、次に掲げる特典を付与するものとする。 

（１）　事業の名称に黒潮町合併２０周年記念事業の冠を付すること。 

（２）　事業実施における黒潮町の後援名義の使用 

（３）　ロゴマークの使用 

（４）　表彰状又は感謝状における黒潮町長名の使用 

（５）　黒潮町公式ホームページ等への事業実施日等の掲載 

(遵守事項) 

第１２条　第６条ただし書の規定により冠事業を行うもの及び第１０第１項の規定によ

り承認を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

（１）　冠称等を承認された使用目的のみに使用し、承認に付された条件に従うこと。 

（２）　第三者に冠称等の使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。 

（３）　ロゴマークを使用して商標法（昭和３４年法律第１２７号）の規定による商

標登録、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）の規定による意匠登録の自己の

権利を新たに設定し、若しくは登録し、又は著作権法（昭和４５年法律第４８

号）の規定による著作権に関する自己の権利を新たに主張しないこと。 

（４）　ロゴマークの使用は、使用するサイズは自由とするが、ロゴマークとして定

められた色、形状、縦横比等を変更しないこと。 

（５）　冠称等を使用する場合は、町が当該使用に係る事業を保証するかのような誤

解を第三者に与えないよう配慮を行うこと。 

（６）　使用者の責めに帰すべき理由により冠称等の使用に係る事故、苦情等が生じ

たときは、使用者において速やかに対処すること。 

（事業計画の変更等） 

第１３条　第１０条第１項の規定による承認を受けた者（以下「事業者」という。）は、

冠事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ黒潮町合併２０周年記念冠事業

変更承認申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて申請し、町長の承認を受け

なければならない。 

（１）　変更後の企画書等の事業の内容を記載した書類 

（２）　その他変更の参考となる資料 

２　町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、

承認の可否を決定し、黒潮町合併２０周年記念冠事業変更承認（不承認）通知書（様

式第４号）により当該事業者に通知するものとする。 

３　事業者は、冠事業を中止しようとするときは、黒潮町合併２０周年記念冠事業中止

届（様式第５号）により、町長に届け出なければならない。 



４　町長は、第２項の規定による承認及び前項の中止の届出に関し、必要な条件を付す

ることができる。 

（承認の取消し） 

第１４条　町長は、冠事業として承認の決定をした後において、事業者が第７条又は第

８条の規定に違反又はそのおそれがあると認められるときは、当該承認の決定を取り

消すことができる。 

２　前項の規定により、承認の決定を取り消したときは、事業者に対しその旨及び理由

を文書で通知するものとする。 

３　第１項の規定による冠事業の承認の取消しにより、事業者に損害が生じた場合であ

っても、町は、その損害を賠償する責めを負わない。 

（事業の実施報告書等の提出） 

第１５条　事業者は、冠事業終了後又は冠事業中止後３０日以内に黒潮町合併２０周年

記念冠事業実施報告書（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

２　参加料、入場料等の料金を徴収した冠事業については、前項の報告書とともに収支

決算書を提出しなければならない。 

（紛争の解決） 

第１６条　事業者は、冠事業及び冠称等に関して第三者との間に紛争が生じた場合は、

自己の責任において解決するものとし、町は、損害賠償、損失補償その他法律上の責

任を一切負わない。 

（その他） 

第１７条　この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。 

 

　附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、公表の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２　この告示は、令和９年４月３０日限り、その効力を失う。ただし、第６条ただし書

の規定による冠事業に係る第１６条の規定並びに第１０条第１項及び第１３条第２項

の規定により承認した冠事業に係る第１４条及び第１６条の規定については、同日後

もなおその効力を有する。 

 



様式第１号（第９条関係） 

　　　年　　月　　日　 

黒潮町合併２０周年記念冠事業承認申請書 

　黒潮町長　様 

 
　下記の事業について、黒潮町合併２０周年記念冠事業として承認を受けたいので、黒潮町合併２

０周年記念冠事業に関する取扱要綱第９条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 
記 

 

 　

申

請

者

所在地 〒

 団体名 　

 代表者職氏名

 
連

絡

先

氏名 　

 住所 〒

 電話 　

 
事 業 の 名 称 　

 

事 業 の 目 的 及 び 概 要 　

 
事 業 の 実 施 期 間 　　　年　　月　　日(　　)～　　　年　　月　　日(　　)

 
事 業 の 実 施 場 所 　

 
参 加 予 定 者 人　　　　　　　

 冠 称 及 び ロ ゴ マ ー ク 

の使用区分及び使用方法 

※ 使 用 す る も の に ○

黒潮町合併２０周年記念事業の冠称　・　ロゴマーク

 
ポスター・チラシ・パンフレット・看板・その他(　　　　　　　　)

 参 加 費 ・ 入 場 料 等 

徴 収 の 有 無
有 (　　　　　　　　　　円) ・ 無

 黒 潮 町 以 外 の 

後 援 等 の 予 定
　

 

添 付 書 類

（１）　企画書等の事業の内容を記載した書類 

（２）　町民の生活若しくは健康の増進又は地域の経済、教育、文化、

スポーツ若しくは芸術の振興に関する団体にあっては、団体の

規約、役員及び活動内容を示す書類 

（３）　表彰状又は感謝状において黒潮町長名を使用する場合は、そ

の使用文の写し 

（４）　その他参考となる資料



様式第２号（第１０条関係） 

黒潮　第　　号　 

　　年　　月　　日　 

 

黒潮町合併２０周年記念冠事業承認（不承認）通知書 

 

 

　　　　　　　　　　様 

 

黒潮町長　　　　　　　　　　印 

 

 

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった黒潮町合併２０周年記念冠事業について、下記のとお

り決定したので、黒潮町合併２０周年記念冠事業に関する取扱要綱第１０条第１項の規定により通

知します。 

 

記 

 

 

 
事 業 の 名 称 　

 
実 施 期 日 　　　　年　　月　　日（　　）～　　　　年　　月　　日（　　）

 
実 施 場 所 　

 
決 定 区 分 　　□　承認する　　　　　　□　承認しない　　　

 

承 認 に 係 る 条 件

 ※　黒潮町合併２０周年記念冠事業終了後又は中止後３０日以内に黒潮町合併２０周年記念冠

事業実施報告書（様式第６号）を提出してください。

 

承 認 し な い 理 由

 
備 考

 



様式第３号（第１３条関係） 

　　　年　　月　　日　 

黒潮町合併２０周年記念冠事業変更承認申請書 

　黒潮町長　様 

 
　　　　年　　月　　日付け黒潮　第　　号で承認通知のあった黒潮町合併２０周年記念冠事業に

ついて、下記のとおり変更したいので、黒潮町合併２０周年記念冠事業に関する取扱要綱第１３条

第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 
記 
 

 

 

 

 　

事

業

者

所在地 〒

 団体名 　

 代表者職氏名

 
連

絡

先

氏名 　

 住所 〒

 電話 　

 
事 業 の 名 称 　

 

変 更 の 内 容 　

 

変 更 の 理 由 　

 
添 付 書 類

（１）　変更後の企画書等の事業の内容を記載した書類 

（２）　その他変更の参考となる資料



様式第４号（第１３条関係） 

年　　月　　日　 

黒潮　第　　号　 

黒潮町合併２０周年記念冠事業変更承認（不承認）通知書 

 

 

　　　　　　　　　　様 

 

黒潮町長　　　　　　　　　　印 

 

 

　　　　年　　月　　日付けで変更申請のあった黒潮町合併２０周年記念冠事業について、下記の

とおり決定したので、黒潮町合併２０周年記念冠事業に関する取扱要綱第１３条第２項の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

 

 
事 業 の 名 称 　

 
決 定 区 分 　　□　承認する　　　　　　□　承認しない　　　

 

承 認 に 係 る 条 件

 ※　黒潮町合併２０周年記念冠事業終了後又は中止後３０日以内に黒潮町合併２０周年記念冠

事業実施報告書（様式第６号）を提出してください。

 

承 認 し な い 理 由

 
備 考

 



様式第５号（第１３条関係） 

　　　年　　月　　日　 

黒潮町合併２０周年記念冠事業中止届 

　黒潮町長　様 

 
　　　　年　　月　　日付け黒潮　第　　号で承認通知のあった黒潮町合併２０周年記念冠事業に

ついて、下記の理由により中止したいので、黒潮町合併２０周年記念冠事業に関する取扱要綱第１

３条第３項の規定により届け出ます。 

 
記 
 

 

 

 

 

 　

事

業

者

所在地 〒

 団体名 　

 代表者職氏名

 
連

絡

先

氏名 　

 住所 〒

 電話 　

 
事 業 の 名 称 　

 

中 止 の 理 由 　



様式第６号（第１５条関係） 

 

　　年　　月　　日　 

 

黒潮町合併２０周年記念冠事業実施報告書 

 

　黒潮町長　様 

 

　　　　年　　月　　日付け黒潮　第　　号で黒潮町合併２０周年記念冠事業の承認を受けた事業

を実施しましたので、黒潮町合併２０周年記念冠事業に関する取扱要綱第１５条第１項の規定によ

り下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

 

 　

事

業

者

所 在 地 〒

 団 体 名 　

 代 表 者

 
連

絡

先

氏 名 　

 住 所 〒

 電 話 　

 
事 業 の 名 称 　

 
実 施 期 間 　　　　年　　月　　日（　　）～　　　　年　　月　　日（　　）

 
実 施 場 所 　

 

事 業 実 施 状 況 　

 
参 加 人 数 人　　　　　　　

 

そ の 他

参 考 と な る 事 項
　



別図（第２条、第１１条関係） 

ロゴマーク 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


